
サンプルテキスト

■事業内容■ 

  

１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 
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 環境省はこのほど、「製品中の有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関する調査検討報告書」

を取りまとめました。 

それによりますと、(1)資源有効利用促進法の活用による有害物質関連情報の提供、(2)廃棄された

製品中のＲｏＨＳ対象有害物質情報の確実な提供などを、当面講ずべき対策として打ち出しています。

今後、関係省庁と連携して、ＲｏＨＳ指令の対象６物質を一定割合以上含有する大型家電製品やパソ

コンについて、製造事業者及び輸入販売事業者に対し、有害物質含有を示すマークの表示など情報

開示を求める方針です。 

 ＲｏＨＳ指令対象 6 物質の分析は、是非当社までお気軽にご相談ください。 

 

 資料：2005 年 8 月 23 日付 環境 goo 

総務箇所 横山美代子 

 

 

 

有害物質含有マーク表示へ　環境省


